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毎年２月中旬から３月中旬にかけて、所得税の確定申告の申告会場を、税務署を始めとする市役所等の市内各

所に開設しておりますが、開設期間中は、多数の来場者がお越しになるため、混雑が予想され、いわゆる三密状

態になる可能性もあります。 

そのため、新型コロナウイルス感染症予防対策の一環として、ご自宅等で、申告から納税まで完結可能な国税

庁の「e-Tax」を是非ご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税の確定申告は、簡単便利な国税庁の「e-Tax」をご活用ください！！ 

忙しくて、申告会

場に行けない… 

期限内申告できな

いかも… 

朝から長い時間待つこ

とになってしまった。

申告は体力がいるな… 

そんな皆さんに、「e-Tax」はこんな時に便利で簡単です！！ 

① 日中は仕事や用事があって申告会場に行くことができない。 

② 正直、申告会場に行くのが手間で大変だけど、申告をしなくてはいけない。 

③ 還付申告をして、所得税の還付を受けたいけど、会場での時間はかけたくない。 

④ 申告時期はインフルエンザ等の流行期で、人込みに行くのは感染が心配だ。…など 

 

e-Tax で申告が便

利と言われても、

何が便利でどんな

メリットがあるの

か分からない… 

そんな皆さんに、e-Taxのメリットをお答えします！ 

① ご自宅のパソコンやスマホで申告できるので、申告会

場に行く手間が省けます！ 

② 確定申告期間は、メンテナンス時間を除けば、２４時

間利用可能！忙しい人もいつでも申告可能です！ 

③ クレジットカード等を利用すれば、ご自宅等で納税も

完結！銀行等に行く手間も省けます！ 

④ 確定申告書作成コーナーを利用すれば、自動で税額計

算をするので自分で税額計算する必要なし！ 

⑤ 生命保険料控除証明書等は、e-Tax なら提示又は添付

書類を省けます！ 

⑥ 通常１カ月～１カ月半の還付金支払手続が、e-Taxな

ら約３週間とスピーディー！ …など 

⑦  

 

⑧  

e-Tax のメリット

は分かったけど、

どうすれば利用で

きるの？何か決ま

った手続きは必要

なの？ 

e-Taxに関するご相談は… 

 

石巻税務署  

石巻市千石町２番３５号 

開庁時間：平日 ８時３０分～１７時 

電話 0225-22-4151 

 

e-Taxを利用するための準備物 

①推奨環境となっているパソコン又はスマートフォン 

②e-Tax にログインするための税務署発行の ID・パスワード 

③マイナンバーカード(パソコン利用ならカード―リーダ) 

※②及び③はどちらか用意すればご利用可能です。 

※利用手順は、裏面の概略をご確認ください。 
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最高６５万円の青色申告特別控除の適用要件 

① e-Taxによる申告 

ご自宅等のパソコンにより、e-Taxで確定申告書及び青色申告決算書のデータを提出(送信)する

必要があります。 ※税務署のパソコンでは、青色申告決算書等のデータを e-Taxで送信できな

いため、６５万円控除は受けられません。 

② 電子帳簿保存について 

一定の要件の下で帳簿を電子データのままで保存できる制度です。この制度の適用を受けるに

は、帳簿の備付けを開始する日の３カ月前の日までに申請書を税務署に提出する必要がありま

す。 

青色申告の方は e-Taxが断然お勧めです！！ 

青色申告の方が、確定申告を行う場合は、最高５５万円の青色申告特別控除を差し引くことができますが、

ご自宅等で e-Taxによる申告又は電子帳簿保存を行っている方は、１０万円アップの最高６５万円を差し引く

ことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-Tax 利用するための手順(概略)  

１０万円も控除額が違うなら、こ

の機会に初めてみよう！！ 

本チラシより詳しい内容を知りたい方は、e-Taxホームページ（https://www.e-tax.nta.go.jp/）をご覧頂

くか、表面に記載の石巻税務署へお問い合わせください。 

e-Taxでのデータ送信方法を選択 
① マイナンバーカード方式 

(マイナンバーカードをお持ちで、マイナンバーカードを読み込み可能なスマートフォン等をお持ちの方には、お勧めです) 

準備物：マイナンバーカード＋ＩＣカードリーダ or 一部のスマートフォン 

② ＩＤ・パスワード方式 

(マイナンバーカードをお持ちでない方、マイナンバーカードを読み込み可能な機器をお持ちでない方には、お勧めです) 

準備物：税務署発行の利用者識別番号(ＩＤ)＋パスワード 

税務署でＩＤ・パスワードを発行 

場所：石巻税務署 

受付：平日 8 時 30 分～17 時 

電話：0225-22-4151 

国税庁確定申告書等作成コーナー（https://www.keisan.nta.go.jp）にアクセスし、申告書を作成 

e-Taxで申告書データの送信 
① マイナンバーカード方式 

マイナンバーカード＋IC カードリーダ or 一部のスマートフォン 

② ＩＤ・パスワード方式 

税務署発行の利用者識別番号(ＩＤ)＋パスワード 

① マイナンバーカード方式を選択 

②ＩＤ・パスワード方式を選択

の方 

 

 

https://www.e-tax.nta.go.jp/
https://www.keisan.nta.go.jp/

